
フランス普作権法におけるノマロディ 長塚真嘉手

I はじめに

1 本稿の目的

フランスの著作糧法は知的所有継法典 CCodedc la proprieLe inLellecluelle， Cpl)の

第 l部に収められており.その第 1.傷第2章第 2節の，著作財産権に関する諸規定の中

に， L.122-5条がある。そこには 「苛作物か公炎された後は.著作者は以下のことを禁

止できなt、Jと古かれており，その 1・1項に. Iその方面のさま?を号隠しつつ.パロデ

ィ.パスティーシムカリカチュール」と規定されている

し.] 22-5条は，著作財E完備に対する搬々な制限を lつの条文で限定列挙した規定で.

日本法の30条以下に相当するo これ以外の制限規定は，ブロクラムに関し L.122・6-1

換があるたけである。

本航では.フランスにおいて L.122 5条 4項がどのように用いられているかを明ら

かにしたl'o 日で!ι 向条項に基づいてパロディが成立するための要件について述べるー

その際. 日2までは伝統的な理解に慣点を置き. 日3では， I己l条項が近年拡大解釈され

ている様子を明らかにする。そして日lで，パロディが成立すると著作古の権利はどうな

るかを.特に著作者人絡継に霊点を回いて紹介する。最後に1¥'で.同条項のよう紅個別

(I~J術利制限規定を日本法に白くべきかどうかについて，同条項の背後にあるものに官及

しつつ考察するo

2 本稿の範間

内容に入る前に，本稿が対象とする範囲を明磁にしておく。

まず.時間的には現行訟を対象としている。ここでいう現行法とは 文学的美術的所

有船に関する 1957年 3JJ 11日法Jのことであり. 1992年にほほ'そのまま法典化され，

知的所有権法典の一部となった。 L.122-5条は 1957年訟の .11条であ勺た。本縞では.

1957年法以前の半1I例や学税b.検討の対吹から外した。

次に，本稿は，li作物のバロディだけを対世としている。

知的所有糧法典 L.21ト3条 4項には，実演のパロティに!測する規定がある白これは.
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著作物のパロディとほぼ同し文言である。しかし本稿では，実績のパロディは対象外と

する。

また，カリカチュールすなわち戯画という言葉には，災在の人物を悩いた似顔絵や，

実在の人物の物真似という意味がある。そのため.似顔絵や物兵似をめぐるトラフルに

おいては.名~9~tfi等の一般的な人格権の問題が生じるo その際，著作者の権利の問題

が同時に生じることもあれば，人協権の問題だけが生じることもある。しかし本稿では.

人格権については.必要に応じて触れるだけで正面からはとりあげなl'0 

日パロディの成立要件

ここでは.バロディが適法に成立するための要何:を.パロディとは何か(1)と，rそ

の方面のきまりJとは何か (2)に分けて説明する。

1 /~ロディ

(1) 笑わせる目的と原作品の改変

パロディが適法に成立するための要件は，主要な体系i!tや結文において，段々な順序

で説明されている。例えば，よく引用されるフランソンの 1988年の論文はI r適法なパ

ロディ」の宮:観的安紫 (elemenLmnLerieDと主観的要紫 (elemenlmOl'al)をいくつ

も抽出し改変を伴う利用をfjij者のうちに，笑わせる目的を後者のうちに放えているョ

そして.それぞれの要素の説明の中で. 2でみる fその方面のきまりjにも，詳しく解

説を加えている。
5 

フランソンの!説明JllIi序に倣う論者もいるが.ゴドラやポロ=デュリアンは，rその万

部のきまりJを，パロディが適法であるための袋内二と位回付け.バロディそのものの定

義とは分けてとらえているように思われる。つまり.公茨された既存の著作物(原作

品)が何らかの改変の上利用されており.自称パロディ作?苫が「笑わせる目的 を主摂

すると，その自祢パロディにつき「その方面のきまりJのチ£ツクが始まり.チェック

を無事通通したら通法なパロディが成立するという順序であるo以下，本稿で「バロデ

ィ成立」というときは.チェックを通過した適法むパロディの成立を.l!.味することとし

「適法な」の斜は，特に必要があるときを除いて付さないこととする。

そして.ゴドラやポロニデュリアンを含む多くの論告が，上記の「笑わせる目的」と

「原作品の改変」を，少なくともパロディの不可欠の構成要紫として認めているように

思われる。つまり.ハロディそのものはI r公衆を笑わせる目的で，原作品に改変を加

えて利用することJ.と理解されているように思われる。以下，それぞれについて説明
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を加えておこう。

まず，笑わせる目的について。笑いに風~ilJや皮肉が利いていることは必ずしも求めら

れておらず，個人攻繋や性的表現も，それ自体としてはとがめられな L、ただし，度を

越す士号合は「その方面のきまりJの問題となる。

また，原作品に対する批評の意図が明確である必要もなし、。従って，ただ有名だから

という理由で原作品を選び，それを使ってただふざけることも認められる。 2(2)で詳

しくみるターズーン事件は，お色気たっぷりのナンセンスギャグの事案であり，その例

として最もふさわしいであろう。また， ミレーヌ ・ファルメルの有名なシャンソン「リ

ベルティーヌ」を，男性同性愛が主題の映画の中で替え歌にして出演者に歌わせた事案

においても，下品ではあるが笑いを誘ってはいるとして，パロディの成立が認められて

いる。

さらに，原作品ではなくその作者を，笑いのタネにすることも許される。 2(2)で詳

しく紹介するトレネ事件かその例である。

次に，改変を伴う利用について。パロディは，原作品に似て Jなければパロディでは

なし、。しかしその一方で， Jtロディの笑いは，物Zミ似のように，ただそっくりであるこ

とに由来するわけではなし」バロディにおいては，笑わせるために改変が加えられてい

なけれはならなL、。 2(1)で「その方面のきまりJとして後述するように，公衆からみ

て，原作品と自称パロディとか紛らわしい湯合には，バロティは成立しなl，。従って.

パロディは常に原作品の改変を伴うものであり，それにも関わらず許されるところが，

L. 122-5条 4項の最大の特徴であるといえる。著作者人格権との関係か問題になるか，

それについてはI112で後述する。

(2) パロディ(もじり)，バスティーシュ(模作)，カリカチューJレ(戯画)

これまでとりあえず総称的にバロディとしてきたが，条文には， パロティ，ハステ

ィーシュ，カリカチュールJの三者が挙がっている。それそれをあえて訳せば.rもじ

り，模作，戯画」がよいであろう。ここで，三者の異同について整理しておく。

この点について，今や 1957年法に関する古典となった観のあるデホワの若宮には，

三者は芸術のジャンルによってすみ分けていると書カ亙れている。それによれは，ハロテ

ィは音楽，パスティーシュは文芸，そしてカリカチューJレは美術の著作物に関する止い

う。しかし，この見解は現在は支持されていない。

デュランドの近年の研究によれば，判例 ・通説はI 3つを芸術のジャンルで分けず，
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どれも同じく「おもしろおかしい効果を狙うこと」だと考えているo 実際，前出のトレ

ネ事件(注 11))は， シャンソンの替え歌を作成し，実演し，録音した事例であるが，

破鍛院は，被告がしたことはバロディでありカリカチュールでもあるととらえている。

3でみる枯葉事件は、たいへん有名なシャンソンの歌詞として用いられた詩を，内容を

少し変えて，イラストといっしょに雑誌に掲載した事例であるが，パリ控訴院は，被告

のしたことを，判決文の中で時にバロディと言い，時にバスティーシュと言っているo

学説をみても，デホワの見解を受け継がず，三者を同義語ないしそれに近いものと把

握する，ないしパロディの語を三者の総称として用いることを提唱するものが多い。

本稿もそれに倣うが，以下の点にだけ，注意を促 しておきたい。

まず，パスティーシュは模作であり，文体や画風の模倣を含む。それは，ある著作者

の文体や画風を用いて，著作者自身がまだ創作していない作品を生み出す巧みさを愛で

るものといえる。そのため，パスティーシュについては，パロティやカリカチュールと

は異なり，原作品か特定できる必要はないとする見解があるo その一方，ハスティーシ

ュとして権利制限を受けるには原作品の特定が必要で，原作品が特定できない場合は，

著作権による独占が不可能なものを利用しているだけであり，L. 122 5条 4項の規定が

あってもなくても当然に許されるとする見解もある。

これに対し，ハロディとカリカチュ ールは，いずれも，特定の作品， しかも公衆がよ

く知る著名なものを標的に作られる。しかし，前出の トレネ事件破里会院判決(注 11))

によれは，カリカチュールの笑いの目的は，特定の著作物というよりはその著作者であ

る。つまり，作品の改変を通じて，バロディは作品そのものを，カリカチュ ールは人を

笑いものにする。たとすれば， 1 2で述べたような，カリカチュールをめぐる一般的な

人格権の問題が併存する可能性があるo 実際，同判決は傍論で，著作者(兼実演家)で

あるトレネに対する名誉設損が成立しうることを示唆している。しかしその一方で，前

出のリベルティーヌ事件判決(注 10))においては，カリカチュールという言葉が使わ

れているにもかかわらず，問題になっているのは著作財産権だけであり.バロディとカ

リカチュールの区別は特に意識されていないものと思われる。

次に.rその方面のきまり」の説明に移る。ここを説明する際も，体系1!}:においては，

パロディ ，パスティーシムカリカチュールの三者それぞ.れにつき個別の説明はなされ

ないことが多い。本稿もそれに倣うが，判決文に登場するなど，特に必要がある場合に

は，パスティーシュおよびカリカチュールの語も用いることがある。
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2 その方面のきまり

「その方面のきまり」の税明のしかたも論者により様々であるか.r原作品との混同の

おそれがないことJとI r原作品やその著作者を中似しないことJの 2つに分けて説明

するものが比較的多い。以下，それに倣って検討する。

(1) 原作品との混同のおそれがないこと

適法なバロディは，その笑わせる目的を達成できるほど十分に.原作品を改変してい
23) 

なければならなし、言い換えれば.適法なバロティは.一目でそれとわかる必要かあるE

原作品やその著作者のファンが.自称パロディを，原作品そのものや，閉じ苦作者の新

作と思い込んで鑑賞しているのは問題であるo 同じことは，両者が市場で続合しではな

らないとも言い換えることができるo

判断要紫としては，ます，原作品と比較して表現か大きく異なるかとうかが挙げられ

るロ従って，原作品がシリアスな場合には"混同は起こりづらL、。また，有名作品ほど

パロディが作りやすいことになり，実際，裁判例にはび勺くりするほど有名な作品が登
27) 

場する。最後に.パロディであることの表示か適切になされていることも重要視される。

裁判例をみると，まず，プレル事件破塁走院判決かあるo ジャック ・ブレル (Jacques

81・el)の作詞 ・作曲 ・歌唱による邦題「お前のいいなり Jというシャンソンをめぐって

生じた事件である。シャンソンの原題ヴズーJレ(Vesoul)は，地方都市の名前である。

この事件では. RPRと略称、される共和国連合，つまつシラク前大統領が当時首相と

して率いていた右派の主要政党が. 1986年の年頭，大哨傾選に向けた新聞 ・雑誌の広

告にI rヴスール」の歌詞の一節をもじったコヒーを大きく掲載し，さらに，シャンソ

ンの印象的なリフレインを検した政治的なメ yセーシを，小さい字で続けた。そのメッ

セージは.当時の社会党の政策を批判するものである。具体的には資料 1を参照された

L、。

これに対してブレルの遺族らが慰謝料を， rヴズールJの歌詞の苦作権をもっ出版社

が慣害賠償を求めて提訴した。第一審はパロディの成立を認めたが，バリ控訴院は，歌

詞の一節をこのように使っただけでは，出版社の普作慨は侵害されていないと判断した。

その一方で，遺族らの請求は1忍めた。同判決は，この利用態椋では.ブレル自身が政党

に賛同して作品を使わせていると恩われる可能性があるという。ただし，間半IJ決が著作

者人格権と一般的な人情権のどちらの侵害を理由としているかははっきりしない4

RPRが上告し.バロディの成立を認めないのはおかしいと主張した。 凹2で後述す

るように，パロディか成立すれは.苦作者人格権限容はなくなるからである しかし破
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鍛院は， Jfロディが成立するのは，公衆にとって，そこにあるものが原作品やその抜粋

ではないことを明確に理解できる場合に限ると判示し，パロディの成立を認めなかった。

この事件において，原作品では)1間接が，広告では逆接が繰り返されているが，それで

も.両者が紛らわしいことが認められた。また，資料 iにみるように， プレルの氏名表

示が何とも中途半端になされていたことも，結論に影響したと恩われる。
~og' 

この他.次の (2)でも紹介するダーザン事件控訴審判決かある 原告のターザン連

作小説の第一作か原作品で，それを被告が無断で映画化した事案であるo そこには原作

品のキャラクターが，同じ役柄，服装，性格付けで登場するo 例えば「ダーザンJは，

イギリス貴族の息子で般に育てられたことになっている。さらに，正規版のターザン映

画で有名になった雄叫びも，アフリカの熱帯林という舞台も，あらすじも全て同じであ

ったo 判決は，原作品の様々な特徴を隷属的に模倣したことを理由の lっとして，パロ

ディの成立を否定した。この映画は一方で，フランス人の寛大な許容範囲から外れるほ

どの浪裏映画だったが，その点については後述するo

(2) 原作品やその若イ乍首を中傷しないこと

パロディは原作.品の改変を伴う。そして，すでにみたように，大幅な改変が加えられ

ているほど，原作品との混同は避けられる。しかし，原作品のファンを離れさせること，

つまり，原作品のファンかそれを嫌いになるような態様で利用することは，iその方面

のきまりJに反するo それはもはや.r笑わせる目的d を達成するものではないと考え

られるからである。具体的には悪意丸出しの風刺やひどい浪襲などであるが，これらは.

原作品の著作者を中傷する (di庁amer)のみならす，パロディの成立をも妨げるのであ
鈎}

るo

まず.著作者に対する風刺が問題となったトレネ事件破殿院判決(注 11))を，詳し

く紹介するo これは，パロディに関して最も有名な判決のうちの iつであるo パロディ

を作られたのは「優しきフランスJ(Douce France)という有名なシャンソンで. シャ

JレJレ・トレネ (CharlesTrcnet)の作詞 ・作曲 ・歌唱にかかるものである。トレネから

著作権を譲り受け，その楽器を出版した音楽出版社か，事件の原告となっている。被告

は甑数いるか，その一人か，物真似芸人で歌も上手なティエリー ・ル ・リュロン

(Thierry Le Luron)である。

ル ・リュロンは， 1983年におこなわれた 「ドゴールからミッテランまでJ(de De 

Gaulle a Mitterrand)と題する時事風刺的なライヴ公演において，性え歌「優しい熱

狂J(Douces transes)を実演した。これはベルナーJレ・マピーユ CBernardMabi1le) 
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の作詞になるもので，実演は，原作品のメロディ ーに乗せ， トレネの歌誌似をしつつお

こなわれた。当該ライヴは同年，公演と同名のレコードに収録され.r優しい熱狂Jは

その中の l曲となった。原告は，ル ・リュロン，マピーユ，そしてレコード会社に，レ

コードの販売差止等を詰-求した。

「優しきフランス」と「優しい熱狂」の歌詞は資料2に示した。後者は， トレネがア

カデミー ・フランセーズ会員に 2度立候補し，様々な運動にもかかわらず入会できなか

ったことを皮肉るものである。「緑の礼服」をまとう「不滅の人々Jとは会員のことで

辞書とは，集合著作物の例に挙げられるアカデミー辞典のことである。なお， ジャッ

ク ・ラング (JackLang)は大物文化人政治家で， トレネのファンであることを公言し

ていた。

判決は，第一審 ・控訴審ともパロディの成立を認めて請求を棄却した。原告が上告し，

上告理由として，パロディは作品を変えるものだから人格攻撃をしてはならない，曲に

変更がないのでバロディは成立しない，などと主張した。

破鍛院は上告を棄却しバロディおよびカリカチュールの成立を認めた。判決は以下

のことを述べている。①法はパロディだけでなくカリカチュールも許容する。②パロデ

ィはバスティーシュと異なり，原作品が特定できることが 「その方面のきまりJであるo

③また， カリカチュールは，作品を通じて著作者の人物像をからかうものである。③本

件の場合，ル ・リュロンは，歌n似の芸人として，パロディとカリカチュールの両方を

おこなっている。

被告の上告理由についての半IJ示は，以下の通りである。①曲がそのまま用いられるこ

とは，作品を特定するために必要である。②また，歌詞が変えられていれば，それだけ

で，原作品との問で混同はないといえる。

以上のように，この事件の判示は，どちらかといえば， 1 (2)で前述したバロディ ・

バスティーシュ ・カリカチュールの区別に重点を置いていて，著作者への中協が 「その

方面のきまり」に則っているかどうかについては，踏み込んだ判断はされていない。こ

れには，原告が出版社であり，人格権に基づいて訴える地位にないことが関係している

と恩われる。判決は傍論として，仮に名誉鍛損があるとしても，訴えられるのは本人の

みであると述べているからである。 しかし，結論として出版社の著作財産権が制限され

たことには，事例的な意義があると思われる。

次に性的表現である。これは笑いと関係が深く ，古い日本語では，春画のととを 「笑

い絵Jrワ印jなどと言ったものである。しかし，そういう笑いの嫌いな人や，作品イ

メージを管理したい企業にとっては問題となるo

66 著作権研究 No. 37 (2010) 



お国柄か.この性的表現が. フランスでは実に寛大に併される。例えば，資料3に函

偲を拘載した fタース'ーン」のm件(注 9))では，何やら慨しげなものまで描かれて

いるが，バロディの成立が52められている。被告作品は連作小税ターサンの設定を借り

たアニメ映画で，題名を「ジ十ングルの恥ターズーンJといい.原作品のヒーローとは

似ても似つかぬダメ男が主人公である。また.ストーリーにも.原作品にはない SF的

な袈諜や社会風車1)がとり入れられており. 2(1)でみた原作品との混同Jこ喝しては.全

〈心配いらなl、事例であるといえる。
忽}

乙れとほぼ同時代のピーナッツの事件では，原作品は有名fi.栂函で.被告民揺はそれ

に闘する研究密である。被告り暗に，様々なイラストレーターが， (1')孤独なスヌーピー

が交i己を411;思する， c白鳥のウッドストックがスヌーピーの股IUJに~を作る， ③スヌーピ

ーが挑発的なバストの先端をかじって意気揚々とする.といった性的な内容のイラスト

を寄縞したことが問題となった。しかし判決は.上記QX訟は.際どいシーンではあるが.

滑絡味が下品さに勝っているといえ.~)もギャグの範鴎に入るとして. パロディの成立

を包めた。判決は.原作品に欠認している性と暴力を恨ったと乙ろが.被告啓窟のパロ

ディとしての本質だとまで立っているo また.m筋口頭に.イラストがシュルツのもの

でないことを明示する断り岱きがあったことが認定されており.これが意味をなした可

1i1Htl:もある。

バロディが成立しなかった'(i名な例が，前の(1)ですでに制介したダーザン事件{提訴

審判決(往29))である。被告の実写映画は.題名を「ダーザン:ジェーンの恥辱J

(DARD・ZANl'humiliation dc Jane)という。詳しい耶認は不明であるが.いかにも

といった題名であり.おそらく.笑う代わりに息を飲むような内容なのであろう。判決

は.白容作品の「ひどく '1毘都江J(grossierernent pornographiquc)特徴からは.いか

なるユーモアの意図も感じられないとして，バロディ成立を否定している

:1 W:大する「笑L、J
以上みてきたように.7ランス知的所有随法典 Lし.1 2幻2-5~魚旨 4 項の本来の射1謹霊は. rた

だ笑わせるためJ(臼slIn叫1刊市pμB泊lementou S関Cll叫llrnentf向aihIr.eEr.t廿i
3-1ο1 3お5)

であるといえる」ムo そして.この「笑Lリの目的は.近年.寛大に解される傾向にある。

まず.政治的 ・社会的批評といった，むしろまじめな目的をもった利用の場合であるo

すでに紺介したブレルW(!I:破段院判決(注28))では. 1.原作品との混同があったために

パtJ/ィの成立か認められ t~かったが， ミシュラン~IHll :向山市判決は反対の結論とな 3

ている。
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この事件の原告はタイヤやグルメガイドで有名なミシュラン社で.被告は大手労組

CFDTの， ミシュラン本社所在地の支部であるo そして原作品は，同社のキャラクタ

ーとして有名なミシュランマン(別名ピベンダム)のイラストであるo 被告は， ミシュ

ランマンがひげを生やし，毛皮を訟で.梶棒を担いでいる絵に. ミシュラン社の労働政

策を批判する「古い思想は進歩の車輪を固さなL、Jというフレースを付して.労組のヒ

ンパッジとポスターに用いた。雷いたいのは，労働条件は原始時代並みということであ

る。第一審判決はこれを著作権侵害としたが，控訴審では逆転しバロディの成立が認

められた。判決は.当該利用か平和的に人目を引くための適法な利用であることを述べ

るのみで，それ以上の理由づけは明らかにしていな ~'o しかし，判決文をdんだだけで

も. ミシュランマンが笑いを誘うかっこうをしていることは推測されるo

次にオマージュである。オマーシュといえば，枯議事件控訴審判決(注目))か代表

的であるo たいへん有名なシャンソン「枯葉J(Les feuilles mortes)は，国民的歌手

のイヴ ・モンタン (YvesMontand)の代表曲で，国民的詩人のジャック ・プレヴェー

ル (Jacq ues Prevert)が作詞した。事件は，週刊誌{ル ・ポワンJ(Le Point) 1991 

年 11月6日号の時事的な絵入りの連載コーナーに，漫画家のジャック・フェザン

(Jacques FaizanL)のイラスト(資料4)が掲載されたことで生じた。それは，モンタ

ンのシルエットに重ねて，i枯誕」の歌詞をもじった追悼詩を手mきしたものであった。

問題のイラストの下のほうにはフェザンの署名かあり，そこに 「プレウ£ ールによる」

の表示があった。資料5は原作品とパロディ，およびそれぞれの邦訳であるU

プレウエールの著作権を譲り受けた出版社が細密賠償請求をし，第一審判決は請求を

一部認容した。被告か，パロディの成立を主張して位訴したところ，控訴が認容され，

諮求棄却となった。判決によれば.利用態様はユーモアを交えたすマージュであり.原

作品と混同されないという。歌手の追悼のために詩人の著作権か制限されているところ

も.この事件の特徴である

以上のように，政治的 ・社会的な批評やオマージュも，いくらかのユーモアがあれば

パロティ規定で正当化されるようになってきたか，かといって，どんな無断利用も許さ

れるわけではない。例えばココ ・マドモワゼル事件では.原告は， シ十ネルの香水 fコ

コ・マドモワゼル」の広告ポスターの写真(資料6)を煩った写真家である司被告は，

名画や広告写真を被製し，人物の肌に入れ墨を入れる技法の作品をたくさん発表してい

る現代美術家であるo 被告作品の iつを参考までに資料7に示すので，資料6に入れ墨

を入れたところを惣保してみてほしい。原告は.著作備および著作首人桔権bl容を理由

に提訴した。
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判決は，バロディを不成立とした。それによれば，パロディにはユーモア，オマージ

ムあるいは批評の目的がなければならないが，肌に入れ患を入れる作風はいわば被告

のトレードマークであり，ユーモア ・オマージュ ・批評のどれにもあたらないという。

著作者人格権侵害も認定されたo推測だが，原作品が，モデルのケイト ・モスはともか

く写真としてはそれほど有名とはL、えなl、ことが，判断に影響したのではないかと恩わ

れる。

以上のように，最近では.バロディの「笑いJの目的は.r笑わせる，または微笑さ
38) 

せることJCfaire rire ou sourire)へと広がっているo つまり，主目的が批評やオマー

ジュであって，笑いが前面に出ていなくても，何らかのユーモアが認められれば，パロ

ディ規定の適用が認められているo この基準でも，ココ・マドモワゼル事件のような，

笑わせる意図の一切ない単なる富用は排除できるので.r笑L、Jは，なお基準として機

能しているように恩われるo

E パロディと著作者の権利

1 パロディと著作財産指

バロディが適法に成立した場合は，原作品の著作者の著作財産権は制限されるo この

点につき. 1970--80年代においては，バロディを作るにあた って著作者に無断で著作

物を利用できるとしても.著作者は報酬請求権を有するという議論もあったようであるo

しかし現在では，無断かっ無償の利用が当然のこととして認められているo

2 パロディと著作者人情権

バロディと著作者人格権との関係に移る。この点についても，バロディが適法に成立

していれば侵古とはならないとするのが判例 ・通説といえるo

その源流は，フランソンが 1988年に公にした論文である。それによれば，パロディ

が主張される t拝例では，原作品からの改変について著作物尊母権(日本の同一性保持権

に相当).原作品の表現が残存することについて氏名表示権が主張される可能性がある。

しかしフランソンは，改変はパロティの本質そのものなのだから，著作者の名誉声望

を書するほどの改変がなされていない限り.著作物尊重権に越づく主張は許されるべき

ではないと解する。 II2(2)でみたように，そのような場合には，バロティは適法に成

立しなL、。これを言い換えれば.パロディに関しては，著作者人格権侵害の成立する基

単か， ベノレヌ条約レベルまで引き下げられているといえる。

氏名表示権については，侵害の主張か許されるのは， n 2(1)でみた混同がある取合
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のみであるというのが，フランソンの見解である。つまり，パロディが原作品と十分に

区別できる場合には，原作品の著作者の氏名表示を不要と解するわけである。この見解

の背後には，多くのパロディは十分に有名な作品について作られ，原作品の著作者か誰

かはすでに広く知られているという事情があると恩われる。また，実際上，バロディに

その旨の表示がなされることもある。注 38)のサン=タン事件の被告作品の裏表紙

(資料8)がその例であり，問機の表示はテレビ放送でも見かける ζとかある。

フランソンの論拠は，著作物尊重権に基づく諮求を別途許していてはパロディ許容規

定か機能不全になってしまうこと，及ひ，適法なパロディは別の著作者の作品なので氏

名表示権の侵害は生じないことであり，多くの学説がそれに賛同しているo

裁判例をみても，著作者人格権が争点となったもののうち，パロディか成立したヒー

ナッツ事件判決(注33))とターズーン事件判決(注9))では侵害不成立，バロディ不

成立のブレル事件破鍛院判決(注28))とココ ・マドモワゼル事件判決(注37))では

侵害成立の判断が下されている。ただし， プレル事件破里会院判決は，f1害成立の控訴審

判決を維持したのみであり， しかも一般的な人格権侵害と判断された可能性もある Cll

2(1)参照)。

W おわりに

後回しになってしまったが，L. 122 5条 4項の立法趣旨と歴史的背反に触れておく。

伺条項は 1957年法以前の判例を条文化したものであり，半IJ例の中には， 19世紀にシャ

ンソンや絵画のバロディをめぐって争われたものが含まれる。そうした紛争は，より古

くからの文化的伝統をふまえて，人々か同時代の公衆を笑わせようとした結果，生じた

ものであった。

例えば，文芸においては，パロディか，他人の作品を改変しておもしろおかしい効果

を狙う lつの分野として，18世紀前半には確立していた。大革命を経て，近代的な著

作権法が登場する少し前のことである。また，実在人物のカリカチュールは，アンシャ

ン・レジーム下の王の道化 (foudu roi)と関係がある。これは，初代ローマ皇帝アウ

グストゥスか，道化にあえて自らの悪口を言わせていた故事にまでさかのほるという。

1957年法の立法者は，同法が確立した創作的表現の保護は，笑いを大切にするこう

した伝統と両立しないと考えた。バロディには創作的表現を利用するものも多く含まれ，

笑われるのを嫌う著作者か，著作権を盾にとって利用を抱むことか考えられたからであ

る。そこで，伝統を踏まえた自由な表現を優先するため， ヒンポイントに条文化された

のが，フランスのパロディ許容規定であるといえよう。

70 著作術研究 No. 37 (2010) 



翻ョて日本法について考えると，パロディのための利用，すなわち.改変を伴い， し

ばしば著作者の市前の同意を得づらい利用について.著作権を制限するかどうか，する

ならどのような要件 ・効果の Fでかは，求解決の探題として残されている。

読者は，笑いという時空を超えた人間の営みを可能とする限度で，昔:作抱という新し

くできた権利を制限することは，日本法にとっても可能であるし望ましいことである
初

と考えるo

まず，可能である理由として，フランスにおける運用実態があげられる。n3でみた

ように.r笑l， Jの範鴎に入ると認められる場合は近年広がってきているもののI r笑
いJないし「ユーモア」の目的から出発し. r混同」と「中傷Jがなし、かを益準に許さ

れる利用の範囲を決める方法は.決して予測可能性を欠くものではなし、実際にも.原

作品が有名でシリアスであるほど混同か少なく，パロディが成立しやすいのだから.使

いやすい規定といえる

望ましいと考える理由は，実わせるためのパロディは，表現の自由という国境を起え

た普遍的価値を体現するものだからである。フランス著作権法の体系1!?においては，パ

ロディは，必司といっていいほど，憲法上の表現の自由との関係で説明されているo 裁

判例においても，人形劇によるパロデイニュースの長寿テレビ番組で. シトロエン社の

社長の人形か車の故防で繰り返し遅刻するシーンが放映された思案について.2000年

の破殿院全部会判決か.パロディやカリカチュールは表現の自由に根差すと明言し，人

形劇と現実との問に混同はないので，民法 1382~長の不法行為は成立しないと判示した。

人他権侵害のlH例ではあるが，表現の自由との|則係ではーその射程は位:作物のパロディ

に4及ぶと思われるo また.欧州人倫i主判所 (CEDH)も，オーストリアの政治家らや

マヤー ・テレサを含む宗教者らか裸で乱交する現代美術作品がウィーン都心の分離派会

館に展示されていたところ，登場人物のうちの !人の抗議を受けて.オーストリアの訟

判所か展示を禁止したことは，欧州入植条約 10条に違反すると判示した。CEDH{;t， 

風刺 (salirc)は性質上どうしても挑発的にな勺てしまうので，そのような表現方法を

とるアーテイストの権利が侵害されていないかは， r格別の注.むをもって」検討しなけ

ればならないと判示した。これも著作権の制限がほ接に問題になった司12誌ではないが.

逆に.実在人物のカリカチュー Jレについて.アーテイストの袋現の自巾がそこまで保附

されるのであれば.苦作物のバロディを作る栂利は.なおさら強く保障されるべきとも

いえようロ

日本の著作権法は，ハロディ許容のための受Ij001こなる明文規定を持たず，実際にら
51，1 

バロティを堂々と作れる状況にはなL、。表現の自由に十分配慮しているのかどうかが，
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かねて懸念されているところである。もちろん.現行法の解釈踏を駆使する方法による
SS) 

こともできるが，少なくとも.パロディを現状より広く併脅する必要はあるものと思わ

れる。

なお.パロディを現状より広〈許容すべきという価値判断そのものに反対し.日本人

の笑いのセンスがそれほど成熟しているかどうか懸念する向きもあるo しかし.フラン

ス法を怠考とする渇合.r混同Jのチェックによりパロディに名を借りた無断利用は排

除できるし， f中傷Jのチ ι ックにより陰湿な描写は排除できる。また，カラッと仕上

がったパロディが得意なはずのフランスにおいては，暴力的な摘写はなぜかあまり見か

けないが，卑慢な縮写は大いに咲き乱れている。それでも，あまりひどい卑捜は「中

傷Jの%の下に排除できるe 懸念する必要はないのでは白いか。蛇足ながら，日本人の

笑いのセンスも.決して低くはないと考えられ，特に.r本fo:取Jや f狂歌Jなど.著

作植法庭生以前からの伝統的なパロディが存在するところは，フランスとの共通点とさ

えいえると恩われる。

最後に著作者人格継について。フランスにおいては.パロディが適法に成立する場合

には著作者人格梅保腹はベルヌ条約レベルまで後退すべきであると.明文J)綬定を欠く

にもかかわらず，広くlP.織されていることがわかった (1112)。乙の点，日本の場合は

拘;作御法 20条 2項 4号を泊JlIし，バロディのためのやむを得ない改変として，向一性
ω〉

保持抱を制限していく余地がある。

lリ) CPI Lし4山. 1児2詑2-5 L必。l'判ue叶r，印u肌、町'可I陀.官ca~凶 divu叫19郡u必e伽c. 1'0、a臥ωuleε側u山JI'Jl附I1CP伊cu叫t，i加nt切cr，吋direα: 

4・Lnparodie. Ic pnstiche CL 10ωncalure. comptc tcnu ct回 loi8du gcnre. 

4詩文ω.報告にあたり自ら釈したa なお本協では.パロディ，パスティーシムカリ 11チ品ー

ルのいずれそもあえて訳さずに原題を用い.それぞれの意味1・るところはn1(2)で説明する。

2) 本稿li.2010年5JJ 22日にシンポジワムでおこなった口頭開告の脱み上げ原備を.201 J 51~ 

になってから蛤文化した lむのである。その際.報告白uに配市したレジュメおよひ.資料と.ス

ライドで上映した画像を，必要に応じて転践した。ただし.パロディを許容するための個別組

定の噂入可能性 ・必凄性については.昭告当日に述べたこと(旧見解〉を撤回し.本債をも勺

て読者の見解としたL‘。その理由t;!注50)で述べた.また.シンポジワムにおりる封筒の

路には，旧見解をそのまま殴しておいlた。最佳に.旧見解解lととの間でt招詰れていた2箪E告者;の相2践主に
4りりl咽.文猷入手の便宜を図勺て〈れたポワテイエ大学付凪伎t術符耶門学授(企案経宮 .行政邸

F門~)のゾ一ランジ品助教 t授受 (α7..01川l

2∞8の若若.者)Iにζ感聞したt、、-3) CPI 1.. 211-3 Lcs heneficinircs ocs oroits Ou¥'cl'ls nu JlI'(>~('l1 t titrc ne peut inlcrdire: 

.10 Ln parodic. Ic pClslichc ct.. In coricolllJ'c. complll l<・Illl!lI'h 101ぉclllgcn rc. 

ツランス知的所ti糊法典 J..21ト3条「本巻にJJJJ立する愉i十IJ(;1::著作隣接描)の保有~ð'U

以下のことを鼠止できない:
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4項「その方面のきまりを考慮しつつ，バロディ，パスティーシムカリカチュール。J

4) Francon， A.， Questions de dmit d'auteur relatives aux parodies et productions simi-

lail'es， Le droit d'，αuLeur. juin 1988， pp. 302 et s. 

5) Vivant， M.， et Brugulel'e， J-M.， Le droiL d'auLeur， Dalloz， 2009， n
O 
613; Lu伺 s，A. et 

H-J.， Traite de lαproprieLe litteraire eL αrtistique， Lilec， 2006， nO 407. 

6) Gaudrat， Ph.， Repertoire ciuil Dalloz u" Propriete litUr，αire eL αrtistique， 2007， n晶 805eL 

5.; Pollaud-Dulian， F.. Le droit d'auLeUT・.Economica， 2005，が 826eL s.本稿も乙の順序で説

明する。

7) 前掲注6)の他. Durrande， S.， La parodie， 1e pa5tiche et 1a caricature. Proprietes inteL-

lectuelles: melanges en l'honneur de Andre Francon， Dal1oz， 1995， pp. 137 el !:;.; Caron， Ch.， 

Droit d'auteur eL droits uoisins， Litec， 2' ed.， 2009， nO・382et 5.; Gaulier， P-Y.， Propriete 

litterαire et aritst.ique， PUF， 7r ed.， 2010， nO 368 eL 5.; Bel~trand， A. R.， Le droit d'αuteur， 

Dal1oz， 2011， nO 111. 48. 

8) Lucas， op. ciL.. nD 407; Pollaud-Dulian， op. ciL.， nl) 826.ただし Gaudrat.， op. cit.， n抽 806eL 

S.は，バスティーシュ ・パロディ ・カリカチュールの三者を個別に定義しており.バスティー

シュには皮肉 (ironie)を求めない一方で.パロディとカリカチュールには求めている。

9) TGI P副・is，3 janvier 1978， (( TIαrzoonκRIDA avr. 1978. concl. Pail・e.

10) TGI Paris， 29 nov. 2000， (( Libertine >>， RIDA juill. 2001， p. 377. 

11) Cass. civ. 1， 12 janvier 1998， (< Trenet >>， Bull. ciu.， nO 5， p. 4. 

12) Francon， op. cit.， p. 302. 

13) Desbois， H.， Le droit d'，αuteur en Frαnce， Dalloz， 3P ed.， 1978， nn 254. 

14) Durrande， op. cil.， p. 134. 

15) Paris， 11 mai 1993， <<Les feuilles mortes >>， RIDA. juill. 1993， ;>. 340， obs. Kerever. 

16) Caron， op. cit.. n 382; Gautier， op. cit.， n 368; Pollaud・Dulian，F.， op. cit.， nO 824; Lu-

ωs，op. cit.， nO 405; Vivant et Bruguiere， op. cit.， nO 611; Durrande， op. cil.， p. 136.ただし，

Francon， op. ciL.， p. 302は，前掲注 11)のトレネ lJJ件を挙げて，破穀院がデボワの見解を採

用していないことを述べるにとどめているp

17) Gaudrat， op. cit.， nO 807. 

18) Durrande， op. ciL.， p. 139.このように解する前提として.デュランドは，文体や函風も自11

作性のある限りで苫作掘の保護対象となり，それを用いたバスティーシュは，備利制限規定が

なければ適法になしえ江いという立場をと っている CDurrande，op. cil.， p. 140)。

19) Gaudrat， op. cit.， nO 806.ゴドラはその前提として，特定の作品に結実していない文体や画

風は.すべて著作物ではないという立場をと っている CIbid.)。

20) Durrande， op. cil.， p. 137; Francon， op. cit..， p. 303. 

21) Caron， op. cit.， nω383 et S.; Gaudrat.， op. cit.， n蝿 809et S.; Gaut.ier， op. ciL.. nO 368; Pol-

Jaud-Dulian. op. cit.， nOo 825 eL S.; Lucas， op. cit.， 1)'" 406 et s; Bertrand， op. cit.. nO 111. 48. 

一方. Durrande， op. cil.. p. 137 et s.は，原作品を特定する必要の有無に応して(注 18)参

照)，パロディとカリカチュールをまとめて先に.パスティーシュを後に論じている。

22) Berlrand， op. cit.， n 111. 48; Gaudrat. op. cit.， n 809 et 810; GauLier， op. ciL.. nO 368; 

Pollaud-Dulian， op. ciL.. n・827et s. 

23) Gaudrat.， op. cil.， nO 809. 

24) PoJ1aud-DuJian，op. cit.， nO 827. 

25) lbid. 

26) lbid. 
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27) Ibid. 

28) Cass. lrr civ. 27 mars 1990， << BreL )>， Bull. civ. 1. nO 75. 

29) Pal色， .1 juil1. 1997， (( DARD'ZAN砂， Juris-Datαn 1997-023245. 

30) Pollaud-Dulion， op. cit.. nO 828: Francon， op. cil.， p. 303.あまり明日?ではないか.Gauti-

er， op. cit.， n" 368; Gaudrat. op. cit.，げ 810もその忠旨と思われるo .ノi，Caron， op. cit.， nO 

385は.著作者の名普声望を書する場合には，一般的な人格梅の問題は生しるが，著作権法上

は適法にパロディが成立すると考えているようである このような迎いはあるが， Durrande， 

op. cil.， p. 137によれは，パロディの名を借りた苦作者の人格攻撃が法的に許されないことに

ついて，学説は一致している。

31) Beau¥'arlel， 0.， 1'renel， 8rea Editions 1983， p. 144 el s. 

32) 拙稿 「フランスにおける拠合著作物 l苦作舵研究 22号 (1996年)53頁。

33) TGI Paris. 19 janv. 1977， (( Peαnuts >>， RIDA. aVl・.1977， p. J67. 

34) Francon， op. ciし， p. 304 : (( Lαparodie est simplement destine a fiαire rire. )> ; Gautier， 

op. Clι，n 368 ct 5.:荷 seulementfiαlre n，.e .>>. 

35) Caron， op. cit.， n 379; Pollaud-Dulian， op. cit.， n 826. 

36) Riom， 15 septembre 1994， <<ル.!icheLin久 Juris-Dαtαn 1994-049661. 

37) TGJ Pans， 31 OCt. 2007， (( Coco .¥.1，αdemoiselle >>， Legifr，αnce. 

38) Paris， 18 fe¥Ticr 20日，有 Sαint-Tm))， Legipresse， n 282，2011， p. 234.ベルギーの有名な

漫画シリーズ「タンタンの口険.の主人公の息下か，まだ見ぬ父を探しつつ世界中を口険する

という迎作小説につき，パロディの成立を:忍めた判決である。 fail'eril'c ou soul'irという長

現か，判決文に表れている。被告小説のうちの l冊の長紙と裏表2氏そして対応する原作品

の表紙を資料8Iこmi較するー

39) Caron， op. cit.， nO 383，なお， ココ ・マドモワゼル事件判決の抽象輸には.ユーモアのない

オマーシュや批評むハロアィとして許されるように古いであるか， ~U:;奈がオマージュでも批評

でもないことを考慮すれば，オマージュや批評であれば必すハロディが成立するとまで判示し

たわけではないと解される。 ミシュラン事件や枯議事件に照らすと，ユーモアの目的はなお必

要であると解するほうが紫躍であろう。

，10) Francon， op. ci t.. pp. 30<1 ei s. 

41) Pollaud-Dulian， 0ρ. cit.， nC 824. 

12) Francon， op. Cll.. pp. 305 cl s. 

，13) 予備報告会における小泉教授のご指摘に感制する なお， ゾーランジェ助教慢からは，フ

ランス法上の di汀amolion(中傷 ・名誉銀問)は，ベルヌ条約上の包括;声盟侵害と必ずしも一

致しないという指摘を受けたが.フランソンijIjl'口論文には名誉戸jl!という2・議が明示的に使わ

れている。 この点の解明と整理は今後の課題とする

4，1) Lucas， 0ρ'. cil.， nO 408; Gaudrat， op. CIi" n 8JO; Vivant et sruguiel・e，op. cit.， nO 614: 

VivanL， P.， Courlc cilation cL parodie: des cxcepLions au droit mornl?， Revue Lαmy droit 

de l'immateriel. nO 13. 2006. pp. 60 61: Mouffe雫 s..Le droit (I l'JZllnlοur. Larcier 2011， p. 

281.最後の文献は，シンポシウムの頃に口IiJU式問を受け. 2011:年に出版されたはかりの.ベ

ルギーの同士命文であり，そこではフランス法も扱われている

45) Durrande. op. cit.. 1). 13. 

46) Ibid. 

47) GaudraL. op. cit.， n' 808.なお，王の迫化の未儲かシャンソニエ(キ十バレーなどで風車IJ的

または滑稽なシ十ンソンや小話を聞かせる芸人)であり， トレネ事件(注 11))のル ・リュロ

ンは，その流れを1及んでいる。http://¥¥'ww.thierrylcluron.net/参照。
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48) Desbois. op. cit.. nO 254. 

49) 議論の状況について，小泉直樹「表現の自由，ハロディ .菅作権」ジュリスト 1395号

(2010年)149頁以下。なお.権利制限の一般規定の解釈による即題解決には，消極的な怠見

が強L、。 j文化審議会著作権分科会報告古r(20日年 l月)52頁

50) この点，シンホジウム当日には，日本法にパロディ許容規定を導入すると混乱が避けられ

ないため，導入には消極的であるという旧見解を発表した。しかし，報告後波数の参加者から，

こんなに面白い制度を報告者自身が支持しないでどうすると，発破をかけられたことかずっと

心に残ってい九そして，上野達弘 F 応用美術の保護j著作権研究36号 (2010年)106-107 

頁(注44))に引用されている駒田准教授の発言，特に「法学者の存在意義」のくたりに感動

して.i結果からのアプローチJにすぎなかった旧見解を改めることとした。なお，在外研究

先のリヨンにて 2011年に確認したことであるが，註38)のサン=タンJ)J件の被告作品(小

説)は，容底で原作品(漫画)とは離れた棚に置かれ.何気なくうちられていた。法の要件を満

たして成立したバロディを.流通現場でも徹底して原作品とは別の作品として扱うことがで‘き

れば，特に混乱は生じないのたろう。もちろん，流通現場で求められるのは，著作権法という

よりはむしろ不正純争防止法的な考慮であるo

51) 注 49)の報告白は，まず皆が納得するバロディの定義を決めなければ始まらないと認践し

ているようである (51頁， 61頁)。しかし.フランスではそこを厳絡に詰めず (Ul(l)参照).

n 2でみた 「混同Jと「中傷」を，適法パロディ成立の阻害要件とみているように恩われるo

このような考え方は日本でも可能ではないか。例えば，いわゆるパロディ ・モンタ ージュ写民

事件(訟判昭如55年 3月28自民集34巻 3号 244頁)の事案は，フランス法をもってしでも.

パロディとして持容されるのは難しt、。この事件でli.確かに，フラックユーモアにまぶした

社会批評の意図が2忍められないわけではなL、その点では，笑わせる意図かないとされたコ

コ・マドモワゼル事件(注37))の事案とは異なる しかし，f3山とスキーヤーの写点.に.タ

イヤを貼り合わせた以外には何の改変も加わっていない。そのため，原作品との混同が避けら

れないと判断しうるのでtまないかと思われる。ちなみに，プレル事件(注28))ては.一定の

改変があっても混同か認、められている。なお，フランスでは. 笑わせる目的」が明確であれ

ば.社会批評や政治批評のために無関係の第三者の仔作物を使うことは，特に問題視されない

(n 1 (1)参照)。

52) Desbois， op. cit.. nC 254; Caron. op. cit.. n 382 et S.; Lucas， op. cit.， n 406; Vj¥'anl el 

Bruguiere.op. cit.. nO 612; Beγもrand，op. cit.， n 111. 41. 

53) Cass. ass. plen. 12 juillct 2000， << Les guignols de l'info沙，Bull.2000 A. P. nO 7， p. 10. 

54) C.EDH， 25 janvier 2007， Vereinigung Bildender Kunstler CI Autriche. 

55) キ十ロンはその体系住で.権力による抑圧に抗して.実在人物をカリカチュールする自由

をj断与するための運動か，フランスで 19世紀を通じて展開されたことに触れている (Cnron，

op. cit.. nO・382et s.)。この点も含め，フラソスや欧州における長現の自由の問題全般の中に

パロティを位置付けることは，現時点の筆者の手に余るので.他日を期したL、。

56) シンポジウムの準備段階においても，日本法の検討にあたってどのような実例を挙げても

「大よ夫Jなのかが，大いに議論された。

57) 小泉前掲論文 151頁。

58) 小泉前掲玲文 154頁. 156頁。

59) 汚際情『著作織法第3版J(有斐問.2007年)214頁o筆者かシンポシウム時点でハロデ

ィのための個別権利制限規定は日本にはなじまないと考えたのは，この説の影響下にあったた

めかむしれなl'.， 

60) 佐様誠 1著作権，同一性保持権と表現の自由一ーバロディを例にして一一」憲法論披2号
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(1995年)58頁以下。ただし，パロディのためならどんな改変も持されるわけではなく ，改変

の必要性など一定のチェックが必要であるとされているo

資料 1 RPRによる全面広告

...・M、γ':.utlil・
-刷陣嗣

'J'u as voulu rempJoi po町 to凶
elピ邸tle chdm噌equ'a a噸nen他

Tuお voulu羽derI田伊初陥t

c'est. ton ¥'0凶nqu'on a a錨鎖蛤.

'I\l戸市福 desdro~
ぜest

刊m曲6un.1o伊nent.pour
旬。sy~凶15UO 却阿u臥Jer.

:ru 

出所=r)レ・フィガロ」紙 1986年 1月29日ローヌ ・アルプ版C頁(リヨ
ン市立図岱館蔵)
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RPRの全面広告の拙訳

(大きな字の見出しとたいへん小さい字の氏名表示)

お前はノマリに行きたかったけど，俺たちはヴズールに行っ

た。 ジャバ ・プレル

(本文左上から右下へ。ただし*印は判決文所収のものと異なるので，所収のものの

原文と訳も，カッコに入れて掲載した。)

お前は完全雇用を望んだけど，失業率が上がった。

* お前は刑務所を空にしたかったけど，お隣さんが殺された。

( 山 vo 山 rou山……uv聞川vn吋i廿川巾r川l

お前は炭鉱を再閲したかつたけど， ドツクが閉鎖された。 J

* お前は人権を語ってたけど，ヤルゼルスキとチューすることになった。

(ω…re le nuω…山…ona c州
お前は反核だったけど，出てきたのはクリーンヒースだった。 J

お前はフリースクールに反対だったけど，フランス国民はお前を辞めさせた。

お前はすべての人に住居をと願ったけど. もう貸すアバートはない。

お前は金持ちになりたかったのに，みんな借金を抱えている。

購買力を上げなけれはならなかったけど，炊き出しがいつはいできた。

お前は社会主義を望んたけど，それがどうなったかはご覧の通り。

(手書き風のスロ ーガン)

19] 11よ来い， RERと共に!

αVesoul >> oar Jacaues 8rel 

「お前の言いなり(ヴズ-Jレ)Jジャック ・フレル作詞(部分) 拙訳

1、svoulu vou‘Vesoul 
お前はヴズールに行きたがった

Et on a vu Vesoul 

だから{奄たちはヴスールに行った

'I冶svoulu voir Paris 

お前はパリに行きたがった

Et on a vu Paris 

だから俺たちはパリに行った
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資料 2~< Douce France ))。釦・ CharlesTren此
「慢しきフランスI シャ Jレル ・卜レネ作詞

Il revien t a ma memoire 記憶の中に

Des souvenir fumiLiers 
懐かしい思い出がよみがえってくる，

Je l'cvois ma blouse noire 
ぼくの黒いスモックが見える

Lorsque j'etais ecolier. 
あれは小学生の頃に若ていたもの。

Sur le chemin de 1百cole 学校の帰り道

Je chantais a pleine voix 
大声で歌っていたのは

Des 1‘omances sans paroles， 歌詞のない歌，

Vieillcs chansons d'aulrefois. 昔の古い歌。

Douce France， 優しきフランス!

Cher pays de mon enfance. 
憶かしきわが故郷，

Bercee de tendre insouciance， 
lまくをのんびりと脊ててくれた，

Je t'ai gardee dans mon c偲 ur.
君はいつでもぼくの心の中。

Mon village. ぼくの村，

Au clocher aux maisons sages， 
鐙楼と質素な家々，

Ou les enfants de mon age 
同い年の子どもたちと

Onl partage mon bonheur. 
幸せを分かち合った。

Oui jc t'aime， そう，君を愛してる，

EL je ie donne ce poeme， 

だからこの持をあげる，

Oui jc t'aime. そう，君を愛してる，

Dans la joie ei la douleuJ'. 

婚しい時も つらい時も。

J'ai connu des pays sages 
ぼくはいい所をたくさん見てきた

Et de soleils merveilleux 
そして紫晴らしい太陽ふ

Au cours de lointains voyages 
長い旅路の果てに

Toui la-bas sous d'autres cieux. 
どこか遠くの国で。

Mais combien je leur prefel・e
でも一番好きなのは

Mon ciel bleu， ぼくのあの背空，

MOIl horizοn， ma grand'roule 
あの景色，あの大通り

Et ma riviere. あの川，

Ma pj-airie ei ma maison. 
あの牧場，そして，ぼくの家。

3日 拙訳。ただし， r紅茶グマ焼菓子工房J
サイト (http://www.kouchaguma.com/
columns/feast/doucefrance.html)所掲の，

加藤浩樹氏訳を参考にしたo
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《 DoucesTranses )) oar Bern創-dMabille. in-
Leroreie oar Thicrn-Le Luron 
「優しい熱狂1ベルナール ・マピーユ作飼.テ
イ」二リー .Iレ・リュ 0 ン歌唱U

Il m'arri ve cer.ains soirs 僕は夜，時々

O'arreler de po乱er. 持を~くのをやめる。
J'fais des reves premonitoires 
予知夢みたいなものを見て

Et j'en suis tout retourne. 
それから醒めきれないことがある。

Je me vois sous 1a cOllpo)e， 
w-の中で僕はアカデミー ・フランセーズに入り

Au milieu des vieilles noix 
年取った阿呆たちの仲間になっている.

Ma tdnle， qui pour moi esl folle， 

僕を大好きな叔母は言っていた，

M'a dit. Jaques Lang t'introduira. 
ジャック ・ラングがあんたを会貝にしてくれ

るさって。

Douces Transes， 優しい熱狂，

Dans 1e midi de la France 
フランス南部(の片田舎)で，

J'imagine ma joissance 僕は想像する

<< Immortel en habit ¥'eri )). 
「緑の礼服Jをまとう「不滅の人々Iになっ

て高ぶところを。

L'elegance， 最高の

D'Charles Trenct. en exllence. 
シャルJレ・トレネのエレガンスは，

Augument.ra r.lon inftuence， 

僕の影響力を増してくれるだろう，

Je m'occuperai du dictionnaire. 
僕は辞性の仕事をするだろう。

Academie， アカデミーよ，

Viel1e dame d¥よquaiConti， 

コンティ河岸の老婦人よ，

Moi. dans lon liL. 僕は君のベットで... 

Oh mes amis， qui j'eut. dit.? ああ.友よ，

誰がこんな事を予言しただろうか?

En serai-je? 僕もいつか会員になれるレ

ベルに速するだろうか?

Certains disent. que j'en suis deja， 幾 人

かの友達は，もう速してるよ，と言ってい

る

Mais c'est. bien la premiere fois 
でもこんな事は初めてだ

Que je donne ma langue au chat.. 
(自分がそのレベルに達しているのか.いな

いのか)わからなくなったのは。

※ 拙訳。ただし，濁協大学外国語学部フ

ランス語学科の同僚の助力をf~た。



資料 3(( Tarzoot1， la honte de 1a jungle >> par Picha et BOl・isSzulzinger， 1975 

函保の出所==hUp: forums.myspace.comIt/4085150.aspx'?fuseaclion = f orums. ¥'iewlhread 
&Pagclndex 68&Sort.Order=0 

資料4 ジ十ツク ・フェザンによるイウ ・モンタン追悼パロディ

FAIZANT 

-圃・鴫_.. ‘・--‘--
出所= rル ・ホワンJ認1000号(1991年)4頁 (r11央大学縦)

(シンホンウム)パロディについて 79 



資料5
d Les f~uilles morlcs >> onr Jacaues Pre¥"ert 
r桔誕 I(原作)(部分)

シャ，'}ク・プレヴェール作詞高姐動訳γ

Oh je ¥'oudl'ais tant que lu lc sou¥'ienncs 
ああ!思い出しておくれ

Dcs joUI'S hcureux OU nous etions amis 
ほPくたちが恋人だったしあわせな日々を，

En ce lC'mps-la la vie elail plus bel1e 
あの頃 人生は今日よりももっと美しく

El 1(' solcil plus brulant qu'o.ujourd'hui 
太向はもっと輝いていた

Les fcuillcs morles sc ramassent a la pellc 
枯葉はシ十ベルでよI.!められる

Tu ¥'ois je n'ni pas oublie 
ほらね ぼくは忘れていれいよ.

Lcs fcuillcs mortcs sc ramnsscnt a 18 pelle 
枯葉はシキベルで集められる

Les sou~引lirs et Ics regrcts aussi 
思い出 b米制もおなじこと

Et le vcnl du ~ord lcs emporte 
そして北風はそれらを運び去る

Dans 10. nuil froide de I'oubli 

忘却の冷たい夜のなかへと，

Tu vois， jc n'ni pns oubli色
ほらね ぼくは忘れていないよ

La chanson quc lu mc chantais 
きみが歌勺てくれたあの日目を

C'esL llnc chnnson qUI nous ressemble 
それはほくらに似合う1呪
Toi lu m'oimnis el je t'Ulmais 
きみは ほ'くを愛していたほ?くはきみぞ愛し

ていた

El nOlls vi¥'Ions tous deux ensemble 
そしてぼくらはuらしていた ふたり一緒に

Toi qui m'oimais moi qui t・aim8is
ほ・くをflしていたさみと. さみを愛してたぼく

と.

Mais ln ¥'Ic separc ceux qui s'aiment 
11れども人生は愛し合う仲を引き裂く

Tout douccment sans fairc de bruit. 
やさしくそっと 音もたてずに

El la mCI' cffacc SUl' le sable 
そして海lai向し去る 砂の上

L凶 pnsdωamants desunis 
別れた恋人たちの足跡を

Au bl・¥liLdes bravos evnnouis 
消えていくプラポーの}:Jが
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4Lcs feuilles mortes )) par Jacgues Faizant 
f枯誌 I(イゲ ・モンタン追悼パロディ)

グャック ・フェザン作fiij 拙訳{高畑択を雪昭

ム主i

Ah! Jc ¥'oudrais lanl que l'on se sou¥'ienne 
ああ!みんな思い出すがいい

Des jours heureux ou lu chantais pour nous 
きみがほくたちのために歌っていた幸せな日々

を

En cc temps-la 18 vie scmblaIt plus belle 
あの頃 人生は今日よりももっと英しく

Et le solcil plus brillant qu・aujourd'hui
太悶はもっと師いていた

Les feuillcs mortes sc ramassent a la pelle 
枯葉はシャベルで集められる

Tu ¥'ois on n'll pas oublie 
はらね みんな忘れていないよ.

Lcs fcuillcs mortes sc mmnssent a la pclle 
枯葉はシャペルで県められる

Lcs sou¥'enirs el Ics regrels aussi 
思い出ら朱練もおなじこと

る
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C'cst lInc chnnson qui nOlls rasscmble 
それはみんなをひとつにした唄

Tu Ics nimais. on Ics nimnit 
きみは その旧民を愛していた みんはもそれを

愛していた

ElnOllS lcs fredonnions ensemblc 
そしてはすくらはその刷をみんなで口ずさんだ

Comrnc on aimait. commc on t'aimail. 
みんなその唄を愛していた.みんなきみを愛し

ていた

?¥l11is In mOI.t SePllrl! CCllX qui s'aimenL 
けれども死は 愛し合う (IIJを引き裂く

TOlll doucement sans fnire de bl'uit 
やさしくそっと 昔もたてずに

Elln mer fail echo， sur le sable， 

そして梅にこだまが返る 砂の上に

『ことばたちJ(ぴあ，2004年)別冊付

九回目以下



資料6 撮影者不明， 2005年発表

写真の出所=http://addiclm2.blog87.fc2.com/blog-ent.ry・1278.html

資料7 JEAN-LUC MOERl¥IfAN， Untitled， 2009 

写真の出所=h t.Lp: Ilwww.galerierodolphejanssen.com/artists/16・jean-Iuc-moerman

(シンポジウム)パロディについて 81 



資料8 サン=タン事件 (注 38))被告著作物(小説)のうちの l冊の表紙と裏表紙

-GOROON ZOLA. 
官

lES AVENTURES DE 

S創附~nNEτSONAMILOU
負

.ω1111側 ZQLA.
l.fSAV制刊ltESDE SAlrrr.TlH町鈎HAAlllOU

111.. 肉、I~、 I"~ (.剛~t.II JU }内.ulín 1¥." I 
I}I.~州民削除・(，'(加mp.~.u穂町市M曲、 11111 I 均剛ñ.c'II' I~.n :...ω戸I.，i附刈2納in{I凧官ぜt附白川IIklIHII(I、 山trM.\fI~lrilll'... 
L'i.ltioJ，.'f" luidìrJílhÏt'lI 叫l.t{rM. .It:.・ 1'" 槻呪叫IL.~\刷、1 "，.. ・:
k. ‘1)1取市山Iklj;I.~ .1 rli可~I則!
1"別代 f畑、Ui'c苛lillM，.1淳、u、品川点、.""i~lfi抑制.1\ tufun'g肌 ，

It.lf 1(' CIl' lUUC制 民hlLlfll(t t~，'11I明ts IÞCrIUlI~'"'\1I\叩11 帆1111 (~I!r.IT，附
S-l，同.linil刷，，'m Sui-，，~刊川匂 IIILIIl)I....
r~句町... <1<- ris'・伊川k!

凶町，，.，圃"，，，，，，，，，命制色14'1

t ..... 幽 .....，r"..，rlut;:t'，n..，.，x'.，AI......・n...'炉持品咽，..，，，"噌古川岨剛

畑田...n料品・A砂場、 l，-j'W.Jt・崎'~. ~'I""'"噌品川静崎町
柿 . ...c tr~'"泊~加nIOIII.l.....ìp判明耐‘愉，.á時 "'fPt>'I"，.刷
五嗣f伺吋凪皿革."叫!1fY""I'A1nllJao'同館噛刊h品切州市削品、厳命前円

""-..，臥舟咋申lft... 相...""皿1-，
CÞ-陶町句会・喧..，..，..団師同制川町臥値判刷、ゅ"(.lÌõlllI1-・ I~'

品開閉JJii

コ'ルドン ・ゾーラ 『事件は汚いほうへJ(レオバール ・デマスケ社(サン=タンと友達のルウ

の冒険旅行8)，2010年)(個人蔵〉

【参考】 ヱルジェ『ビーカー教授事件J(キャスタ ーマン祉(タンタソの日険旅行 18)，初
版 1965年)(漫画)の表紙

画像の出所=ht.lp: I/，vww.amazon.frなお，Tournesolはビーカー教授の本名で 「ひまわりJ
の意味である。
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